
渡航自粛協力金給付事業について

○ 施策の 目的

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、渡航自粛要請に伴 う経済的な影響や精ネ申

的な不安を緩和 し、家計への支援を行 うため、渡航 自粛協力金 (以下「協力金」という。)

を給付する。

○ 給付対象者及び給付額

1.基準 日(令和 3年 4月 12日 )において、渡嘉敷村の住民基本台帳に記録されている者

を尉象に 1人につき 1万円。

○ 申請方法 (感染拡大防止 の観点か ら、原則 、下記 の方法 とな ります。)

1.郵 送 申請方式

(1)村役場か ら世帯主宛てに、世帯全員 の氏名 が記載 された申請書を住民票

記載 の住所へ郵送致 します。

(2)世 帯主 (代理 も可)は 申請書に振込先 日座情報等 を記入 し、添付書類 と

ともに村役場 に返送 して下 さい。

※但 し、既 に申請・給付 を行 つてお ります 「令 和 2年度 渡航 自粛 金 協 力

金」の振込口座への振込を希望する場合は、申請書の 【受取口座記入
へ 口 を る 必 はありません の

の回Aに アを入れるのみ)

※添付書類等 については、申請書 をご確認 下 さい。

※やむ を得ず、郵送 申請ができない場合 は、村役場 に 申請書 を持参 して頂 き

受付 を行 います が、マ ス クの着用 、手指消毒 を行 う等感染拡大防止 の徹底 に

ご協力下 さいます よ うお願い致 します。

○ 協力金 の受取 りについて

(1)協 力金 は、原貝Jと して上記で申請 を受 けた金融機 関の 口座へ振 り込みます。

但 し、銀行 日座 を持 っていないな ど、やむ を得 ない場合には、村役場の窓 口

で現金での受取 りを行 うことも可能です。また、受 け取つた協力金について

は、課税対象です。 (一 時所得 とな り、他 の一時所得 との合計金額が 50万 以

上になるものを確 定 申告す る。)

○ 給付までのスケジュール

(1)申 請書類の郵送 (村役場からの発送)令 和 3年 6月 1日 ～

(2)申 請期間 (申 請書の受付等)令 和 3年 6月 1日 ～令和 3年 8月 31日
(3)協力金の支払期間     令和 3年 6月 1日 ～令和 3年 8月 31日

・お早めに申請 して頂き す ようお願い致 します n

・渡航 自粛協力金のご相談 。お問い合わせについては、下記の連絡

先までお願い致 します。
担当課 総務課 TEL:098-98作 2321

FAX: 098-987-2560



渡航自粛協力金給付申請書
様式第呵号

T901-3501

渡嘉敷村 字渡嘉敷
183番地

渡嘉敷 太郎  様

|

市区町村 |

受付印 '
下記の事項に同意の上、渡航自粛協力金を申請します。

① 受給資格の確認に当たり、公簿等で確認を行うことがあります。

② 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。また、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあります。

③ 下記に記載された受取口座に振込手続後、記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から3ヶ月後の申請までに、村が
世帯主(申 請・受給者)又 はその代理人に連絡・確認できない場合には、村は当該申請が取り下げられたものと見なします。

④ 住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、渡航自粛協力金を受給していることが判明した場合に
は、返還をしていただきます。

O給付対象者  (記載の誤りや受給を希望しない方があれば、朱書きで訂正してください。)

氏 名 続柄 生年月日

1 渡嘉敷 太郎 世帯主 19701122

2 渡嘉敷 花子 妻 1978 816

3 渡嘉敷 一郎 子 2006 1228

4 渡嘉敷 二郎 子 2009 122

5 渡嘉敷 二郎 子 2015 729

6

合計金額 50,000 円

協力金の受給を希望されない方は
チェック欄 (□ )に ア印を御記入ください。

受給しない□
受給しない□

受給しない□
受給しない□
受給しない□

受給しない口

O受 取方法  (希望する受取方法 (下 記のA・ B'C'Dを選択 )のチェック欄 (□ )に アを入れて、必要事項を御記入ください。)

□ A「令和2年度の渡航 自粛協力金給付事業」と同じ口座へ振込を希望。

(添付書類や響取 口庫詔入欄への回庫情報記入はス喜ありませんハ)

「令和2年度の渡航 自粛協力金給付事業」の振込口座以外を希望。

□B】宕肇零雰∬ぎ芭疑巽≦監色量蛍奮証藍抵話医瓢飴置墓製著馳正邊遁≦竪涯垂呈二k雪豪舌遂哲誰累色驀七
ことを承諾します。)

(希望する日座にア)□ 水道料引落口座     □ 住民税等の引落口座    □ 児童手当等の受給口座

□C新規口座へ振込希望。 (裏面に添付書類分お貼りください)

【受取日座記入欄】(長期間入出金のない口座を記入しないでください。)

※通帳番号の記載誤りがないか再度御確認ください。通帳番号の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。

□ D本 申請書を窓口で提出し、後 日、給付 (この場合は、申請書の郵送の必要はありません。)

(金融機関の日座がない方や金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方が対象となります。)

※ 代理人が申請する場合は、裏面の代理申請 (受給)に御記載ください。

※□A・ □B・ □C・ □Dのどれかにンを入れたことで、本申請書の内容に間違いがないこととする。

申 請 日 令和 3年  月  日

申請者
(世 帯主)

渡嘉敷 太郎

令和3年 4月 12日 時点の住民票所在市区町村

渡 嘉 敷 村 長 殿

金融機関名
(ゆうちょ銀行を除く)

支  店  名 分類
口 座 番 号

(五 誼塗ておききください。)

(フ リガナ)

口座名義

1銀 行
2金庫
3信組
4信連

5農協
6漁協
7信 漁連

本 支店

本 支所

出張所

1普通

2当座
支店コード

ゆうちょ銀行
通帳記号

目がある場合は、(6桁

戸紫御記入ください。

通帳番号

(右詰めでお書きください)

(フ リガナ)

口座名義

ゆうちょ銀行を選択された場合は、
昨金通帳の見開き左上または
キャッシュカードに記載された記号・番号を
お書きください。

※

1 0



申請方法:□郵送 □窓ロ

代
理
人

(フ リ ガ ナ ) 申講者との

関係
代理人生年月日 代理人住所

代理人氏名

明治 大正・昭和 平成

年  月  日 日中に連絡可能な電話番号 ( )

上記の者を代理人と認め、
渡航自粛協力金の

t豊
琵

.請求

     }
申請・請求及び受給

を委任します。

←法定代理の場合は、委任

方法の選択は不要です。

世帯主氏名

署名 (又 は記名押印)

⑪

(申 請書裏面)

【代理申請(受給)を行う場合】

□Cにンした方、代理申請を行う方は、添付書類をお貼りください。

申
請
者
本
人
確
認
書
類

代理申請 (受給)を 行う場合のみ、「申請者」「代理人」の本人確認の写しを添付して下さい。

喜 修貝占甥封御
コ
t琲

・運転免許証のコピー  ・マイナンバーカードのコピー  ・健康保険証のコピー
・年金手帳のコピー 等

振
込
先
金
融
機
関

口
座
確
認
書
類

写 し只占りおサtナ

通帳 (口座番号が書かれた部分)のコピー

または
キャッシュカードのコピー  等

チェックリス ト
(以下の項目について必ず御確認の上、確認後はチェック襦 (□ )に レを入れてください。)

① 御記入いただきました項目に記載漏れ、記載誤 りがないか
再度御確認 ください。

② 特に、御記入いただいた通帳番号と添付 した通帳のコピーの番号が一致することを御
確認 ください。

③ 添付資料に漏れがないか御確認 ください。



渡航 自粛協力金給付事業実施要綱

(趣 旨)

第 1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、渡航自粛要請により、経

済的な影響や精神的な不安を緩和し、家計への支援を行 うため、予算の範囲内において渡

航自粛協力金 (以下 「協力金」とい う。)を給付することに関し、必要な事項を定めるも

のとする。

(協力金の給付対象者 )

第 2条 協力金の給付対象者は、令和 3年 4月 12日 において、渡嘉敷村の住民基本台帳に

記録されている者 とする。

(協力金の給付額 )

第 3条 給付額は、協力金の給付対象者 1人につき 1万円とする。

(申請・受給権者 )

第 4条 協力金の申請 。受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とし、給付を受けようと

する者は、「渡航 自粛協力金給付申請書 (様式第 1号 )」 を村長に提出しなければならな

ヤ` 。

(給付決定)

第 5条 村長は、前条の規定により提出された申請書を受理 したときは、その内容を確認の

上、給付を決定し、遅滞なく協力金を給付するものとする。

(協力金の返還)

第 6条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為等による協力金の給付決定を受けた者があ

る場合は、当該給付決定を取消すとともに、既に協力金の支払を完了しているときは、そ

の者に対 して、当該協力金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することが

できる。

(そ の他)

第 7条 この要綱に定めるもののほか、協力金給付事業を実地するために必要な事項は、

「特別定額給付金給付事業実施要領 (令和 2年 4月 30日 )」 を準用するものとする。

附 則

(施行期 日)

1 この訓令は、公布の日から施行 し、令和 3年 4月 12日 から適用する。

(こ の訓令の失効 )

2 この訓令は、令和 4年 3月 31日 限り、その効力を失 う。


